
香川県指定難病チラシ（A4）正誤表
指定難病医療費助成制度の自己負担上限額に関する修正

No. 階層区分 修正箇所 誤（旧） 正（新）

1 低所得2
「一般」
自己負担上限額

2,500円 5,000円

2 一般所得1 階層区分の基準 市町村民税非課税以上所得割 “非”削除

3 一般所得2 階層区分の基準 市町村民税非課税以上所得割 “非課税以上”削除

【修正後】自己負担上限額（月額）

階層区分 階層区分の基準 一般
高額かつ
長期

人工呼吸器
等装着者

生活保護 0円 0円 0円

低所得1
市町村民税非課税(世帯)かつ
本人年収80.9万円以下

2,500円 2,500円

低所得2
市町村民税非課税(世帯)かつ
本人年収80.9万円超

5,000円 5,000円

一般所得1
市町村民税課税以上所得割
7.1万円未満
(約160万円～約370万円)

10,000円 5,000円 1,000円

一般所得2
市町村民税所得割7.1万円以上
25.1万円未満
(約370万円～約810万円)

20,000円 10,000円

上位所得
市町村民税所得割25.1万円以上
(約810万円～)

30,000円 20,000円

※ 赤字は修正箇所を示す 香川県HP「指定難病医療費助成制度について」
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